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動物検疫の概要

動物検疫は、動物の病気の侵入を防止するため、世界各国で行われている検疫制度です。

日本では、牛、豚、やぎ、ひつじ、馬、鶏、うずら、きじ、
だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょうなどのかも
目の鳥類、うさぎ、みつばちなどの動物と、それらの動物から
作られる肉製品などの畜産物を対象に輸出入検査を行っています。

また、犬については、狂犬病やレプトスピラ症、猫、あらいぐま、
きつね、スカンクについては、狂犬病が日本に侵入することを防止
するため、輸出入時に検査を行っています。さらに、サルについて
も、エボラ出血熱やマールブルグ病のような国内ではまだ発生して
いないサルから人へ感染する病気が日本に侵入するのを防止するた
め、輸入時に検査を行っています。

さらに、一部の水産動物（こい、きんぎょ、その他のふな属魚類、はくれん、こくれん、そうぎょ、
あおうお 、さけ科魚類の発眼卵、さけ科魚類の稚魚、くるまえび属のえび類の稚えび等）を介してコイ
ヘルペスウイルス病等の疾病の侵入を防止するため、水産動物の輸入許可業務も実施しています。

動物検疫とは

動物検疫所の役割

現在、世界各国において、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、狂犬病などの動物の伝染性疾病が

広く発生しており、畜産業を始め、人命を脅かす被害も出ています。

これらの伝染性疾病が一たび日本に侵入すれば、日本の畜産業に甚大な被害を与えるばかりでなく、
国民生活に様々な影響を及ぼします。事実、平成22 年4 月に宮崎県において口蹄疫が発生し、約30 
万頭の家畜が処分されるなど、社会・経済に大きな影響を及ぼしました。日本は島国であり、海が伝
染性疾病の侵入の自然の防壁として働いてきました。しかし、人や物の輸送技術の発達によって諸外
国との距離は著しく縮まり、伝染性疾病の侵入リスクは従来にも増して高まっています。

このため、全国の主要な空海港に動物検疫所を配置し、海外から輸入される動物や畜産物の検査を
実施することにより、これらを介して伝染性疾病が日本に侵入することを防いでいます。

海外からの伝染性疾病の侵入を防止することにより、食料の安定供給を確保し、畜産業の振興に寄
与するとともに、国民の健康を維持することが、動物検疫所に与えられた使命です。

動物の係留検査

保税倉庫等での
畜産物の検査

空海港での旅客等
での手荷物検査
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動物の輸入検査

検査の対象物及び対象疾病

検査の対象物及び対象疾病

臨船（臨機）検査
到着した動物は、船内や航空機内で家 

畜の伝染性疾病の兆候がないかどうかに
ついて、家畜防疫官による検査を受けた
後に船又は航空機から搬出され、動物検
疫所の隔離施設などに送致されます。

係留検査
隔離施設に係留された動物は、個体確

認を行った後、臨床検査、血液検査、抗
体検査、アレルギー反応検査（ツベルク
リン検査など）、細菌培養検査、ウイル
ス分離検査、遺伝子検査などが行われま
す。
検査項目によっては、BSL3 に対応し

た高度な封じ込め施設において精密検査
を実施することもあります。
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動物の輸入検査の流れ
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畜産物の輸入検査

畜産物の輸入検査について
海外から輸入される骨、肉、臓器、皮などの畜

産物を介して家畜の伝染性疾病が日本に侵入する
ことを防ぐため、輸入検査を実施しています。量
の多少や個人用、商用にかかわらず、また、貨物、
携帯品、郵便物などの輸送形態を問わず動物検疫
の対象となります。検査は、空港内や港湾地域の
家畜防疫官による指定を受けた冷蔵倉庫、コンテ
ナターミナルなどで行っています。
また、口蹄疫等の家畜の伝染性疾病の発生国か

らの穀物のわらや飼料用の乾草についても、動物
検疫の検査対象となっています。

携帯品の検査
航空機や旅客フェリーによる日本への入国者が

手荷物として持ち込む動物や畜産物などは、到着
後、空港や海港の税関検査場内に設置してある動
物検疫カウンターで検査を実施しています。海外
の免税売店で購入したものでも、日本に持ち込む
ために必要な輸出国政府機関発行の検査証明書の
ない畜産物については輸入できません。空港にお
いては、検疫探知犬（約140頭）が旅客手荷物の
探知を行うこともあります。

検疫探知犬

検疫探知犬は、手荷物の中から動物検

疫の対象となるものの臭いをかぎ分けて発
見する訓練を受けた犬です。
外見からは見分けがつかない入国者の手

荷物の中の検査対象物を発見してハンド
ラーに伝えることで、輸入禁止品等の摘発
に高い効果を果たしています。

入国者に対する質問
口蹄疫などの発生地域からの入国者

に対して、外国での畜産関連施設への立入
りの有無や帰国後の家畜への接触予定など
について質問を行い、要消毒物品の消毒や
衛生指導を実施しています。また、一部の
便においては、質問票の配布による質問も

行っています。
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郵便物の検査
国際郵便で輸入される畜産物などについては、

日本郵便株式会社通関支店内で検査を実施してい
ます。防疫上の観点から輸入を禁止している畜産
物や輸出国の検査証明書が添付されていない畜産
物が郵便物に包含されていた場合は、輸入者の意
向を確認の上、焼却又は返送の措置がとられます。

輸入禁止・輸入停止
悪性の家畜伝染病の発生地域から輸入される偶

蹄類動物の食肉等は、輸入が禁止されています。
ただし、農林水産大臣の指定した施設で一定の加
熱処理がなされ、輸出国政府機関発行の検査証明
書のあるものに限り輸入が可能となっています。
また、牛海綿状脳症、豚コレラ、高病原性鳥イ

ンフルエンザなどの疾病の発生国、地域からの動
物、畜産物も、発生状況によって、輸入停止措置
が講じられています。

畜産物の輸入検査の流れ
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「海外からの家畜等の伝染性疾病の侵入を防ぐ」
～輸入される動物、畜産物、郵便物、旅客の手荷物等を検査する水際

検疫の最前線～

動植物検疫探知犬の活動
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主な重要伝染病

口蹄疫（ＦＭＤ）

○ ウイルスが原因で、偶蹄類の動物（牛、豚、羊など）がかかる伝染病。
○ 感染すると、発熱したり、流涎（よだれ）や、口の中や蹄に水疱（水ぶく

れ）ができたりするなどの症状がみられる。
○ 伝染性が非常に強く、防疫において最も重要な疾病。

高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ（ＨＰＡＩ）

○ A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の伝染病でOIE基準でHPAIと
判定されたもの。

○ 鶏に本病が感染すると、その多くが死亡。
○ 渡り鳥による伝搬が多い。

豚熱（ＣＳＦ）

○ 豚コレラウイルスにより起こる豚、いのししの熱性伝染病。
○ 強い伝染力と高い致死率が特徴。
○ 感染豚は唾液、涙、糞尿中にウイルスを排泄し、感染豚や汚染物品等との

接触等により感染が拡大。
○ 我が国では平成30年９月に26年ぶりに発生。

主な重要伝染病
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重要伝染病侵入時の国内の経済被害
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動物検疫所の家畜の係留施設

動物検疫所で保管する主な防疫資材
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動物検疫所の組織・体制

北海道・東北支所

門司支所

神戸支所

沖縄支所

成田支所

横浜本所

中部空港支所

羽田空港支所

関西空港支所

動物検疫所に「事務区分」で採用となった場合、本所もしくは支所に配属となり、庶務・

会計をはじめとする本所「総務部」または支所「庶務課」に従事します。
組織の維持・管理を適正かつ円滑に実施することにより、家畜防疫官の検疫業務

の実施を支えることが、重要な使命の一つとなっています。

動物検疫所「総務部」及び「各支所」の組織・体制について

動物検疫所定員の推移（人）

平成10年 平成20年 平成30年 令和８年

260 396 513 595

動物検疫所の組織・体制
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総務部の業務内容について

人事係
人事係は、職員の採用や人事異動、給与支給（諸手当など）、福利厚生（共済・健康

診断など）に関する業務を担当しています。
職員の採用や人事異動は組織の適正な運営には欠かせず、これらを適切に企画・管理

することで、動物検疫所全体の業務の円滑化に寄与しています。

●人事第１係…職員の任免（採用・人事異動）、人事評価
職員の勤務管理（育児休業の相談・承認）に関する業務
職員の給与支給（諸手当・昇給昇格）に関する業務 など

〇人事第２係…福利厚生（健康管理・共済）に関する業務 など

庶務係
庶務係は、職員の毎日の業務の基盤になる勤怠管理（システムにおける職員の出退

勤・超過勤務）、行政文書の管理（接受・登録・起案・施行）、福利厚生（休暇）、研
修に関しての業務を担当しています。
職員が適切に、安心して働ける職場環境をつくり、業務の適正かつ効率的な運営を

行っています。

庶務課

会計課

経理係
経理係は、予算の要求・確保、決算、支払いに関する業務や、旅費の決裁・精算、給

与支給の総括など、組織運営における予算（資金）を管理・執行しています。
組織の運営には予算は必要不可欠であり、必要な金額を適切に精査し、要求を行うと

ともに、その予算が組織全体で正しく使われているかどうか、執行実態を管理します。

●経理第１係…歳入・歳出をはじめとする予算管理、契約・支払決議に関する業務

〇経理第２係…給与支給、出張・研修・赴任に係る旅費の決裁・精算に関する業務

用度係
実行予算配分の策定・管理及び物品の管理に関する業務

調達係
物品の購入・役務の調達及び競争入札資格審査に関する業務

国有財産係
宿舎の管理、行政財産の取得・管理及び施設の営繕に関する業務
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総務部以外の組織・体制について

ここまで総務部の体制や業務内容について説明しましたが、動物検疫を担う家畜防
疫官の体制についても説明します。
総務を担当する我々事務官は、本所または支所に配属されることとなりますが、

家畜防疫官は本所・支所以外にも「出張所」「分室」に配属されます。出張所は全国
に18か所、分室は5か所置かれています。
(令和7年度10月より熊本空港出張所が新たに置かれます。)

※事務官のポストは「本所」及び「支所」となりますので「出張所」「分室」での
勤務はございません。
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  給与・諸手当

動物検疫所では、職員が円滑に業務に臨める環境を構築するとともに、ワークライフ
バランスを実現するための様々な福利厚生や勤務制度が用意されています。

地域手当（横浜本所、成田支所は２級地
16%、羽田支所は１級地20%等）、
扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務
手当などの諸手当が支給されます。
また、６月と１２月には期末勤勉手当（賞
与）支給、その他年１回の昇給があります。

休日・休暇制度

行政区分で採用となった職員（農林水産事
務官）は、土・日曜日（週休日）、国民の
祝日及び年末年始（休日）はお休みとなり
ます（官執勤務）。
なお、休みの日に勤務を命ぜられた場合、

代休（振替）の取得や超過勤務手当が支給
される制度があります。

週休日・休日

休暇制度

年次休暇、特別休暇、病気休暇及び介護休
暇があります。

年次休暇
：毎年２０日付与
（前年度からの繰り越し最大２０
日間、上限４０日）

特別休暇
：夏季休暇（連続する３日）、結婚休
暇（連続する５日、忌引き、子の看
護休暇など）

勤務時間

基本的な勤務時間は①8：30～17：15
（うち休憩休息60分）の週38時間45分勤
務です。
ただし、大都市圏などにおいては、交通

混雑緩和のため、
②9：00～17：45
③9：15～18：00
の時間帯での時差出勤も認められています。

育児休業

育児休業
：子どもが３歳に達する日まで取得
することができます。育児休業中
は、子どもが１歳に達するまでの
間、共済組合より育児休業手当金
が支給されます。
当然、男性も取得可能であり、

年次休暇等と組み合わせて１か月
以上、男性育休を取得することを
推奨しています。

 一般職（大卒程度）俸給       232,000円

 地域手当（16%）含む俸給 269,120円

働き方改革

テレワークの実施、フレックスタイム制度
の導入、毎週水曜日の定時退庁日の設定、
月最低１日の年次休暇取得の徹底など、
様々な取り組みを実施しています。

特にテレワークについては、幹部職員を始
め、係長、係員級職員も多く取得しており、
多様な働き方が可能な環境となっておりま
す。

採用後の待遇について

研修・能力向上

動物検疫所では若手職員の積極的な研修参
加を推奨しており、本省主催の各種研修へ
の積極的参加を促しております。
一例として。財務省主催の会計研修（３

か月）、ITパスポート取得、プレゼン資料
作成、Excel技能向上、英語能力向上研修
等の研修に参加しているところです。
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配属・人事異動について

令和４年度（１人） 令和５年度（２人） 令和６年度（２人） 令和７年度（３人） 令和８年度（１人）

横浜本所 庶務課 １ 横浜本所 会計課 １ 横浜本所 庶務課 １ 横浜本所 庶務課 ２ 羽田空港支所 庶務課 １

神戸支所 庶務課 １ 門司支所 庶務課 １ 神戸支所 庶務課 １

人事異動等について

動物検疫所に農林水産事務官として採用された場合、動物検疫所本所・支所はもち
ろんのこと、動物検疫所以外の農林水産省組織や独立行政法人のポストを経験するこ
ともできます。

動物検疫所出身者の動検以外のポストとして、以下のような実績があります。
 ●農林水産省本省（霞が関）
・消費・安全局（総務課、動物衛生課、畜水産安全管理課）
・畜産局 （総務課、企画課、畜産振興課、競馬監督課、牛乳乳製品課）
・大臣官房 （秘書課、予算課）
・検査・監察部

●農林水産省（別組織）
・動物薬品検査所
・植物防疫所

●独立行政法人等
・農林水産消費安全技術センター（FAMIC）
・家畜改良センター
・日本中央競馬会（JRA）

令和元年度以降の関東・甲信越ブロックの受験者の配属先は、横浜本所（庶務
課・会計課）または羽田空港支所への採用となっております。
また、関東ブロック以外の受検者の配属先は採用活動をしている支所の庶務課

に配属となります。
その後は概ね２年程度で人事異動があり、様々なポストを経験して頂きます。
また、人事交流も盛んに行われていることから、異動先は動物検疫所内に限ら

ず、農林水産省（本省の各局）をはじめ、動物検疫所以外の検査指導機関（動物
医薬品検査所、植物防疫所）、独立行政法人等への異動の機会があります。

※若手職員は係員時代に、動物検疫所本所、支所、農林水産本省等を経験して
頂き、キャリアアップとキャリアプランの構築を行って頂きます。
※異動は、「希望調書」を提出して頂き、希望を踏まえ、総合的に判断します。

（参考）過去5年の新規採用者(大卒程度受験者)の配属先
※門司支所、神戸支所への新規配属は関東区分ブロック以外の新規採用者配属先
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●令和元年度採用（４名）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
①横浜本所（総務部庶務課） R1.4（１年半）
②成田支所庶務課   R2.10（１年半）
③動物医薬品検査所（会計課）   R4.4（２年）
④横浜本所 (総務部会計課) R6.4（現職）２年目

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
①横浜本所（総務部会計課） R1.10（２年半）
②本省（畜産局：競馬監督課） R4.4（１年）
③本省（畜産局：総務課） R5.4（１年）
④横浜本所（総務部庶務課） R6.4（１年）
⑤横浜本所（総務部会計課） R7.4（現職）１年目

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
①横浜本所（総務部会計課） R1.10（１年半）
②神戸支所（庶務課） R3.4（２年）
③本省（畜産局：総務課） R5.4（１年）
③本省（畜産局：畜産振興課） R6.4（現職）２年目

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
①横浜本所（総務部会計課） R1.4（１年）
②成田支所（庶務課） R2.5（４年）
③沖縄支所（庶務課） R6.4（現職）２年目

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

●令和２年度採用（２名）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
①横浜本所（総務部庶務課） R2.4（２年３か月）
②本省（畜産局：総務課） R4.7（１年１１か月）
③本省（消費・安全局：動物衛生課） R6.5（現職）２年目

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
①横浜本所（総務部会計課） R2.12（３年４月）
②本省（畜産局：総務課） R6.4  （現職）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

●令和３年度採用（３名）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
①横浜本所（総務部庶務課） R3.4（２年）
②羽田支所（庶務課） R5.4（１年）
③本省（畜産局：総務課） R6.4（１年）
④本省（畜産局：総務課_局長秘書） R7.4（現職）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
①横浜本所（総務部庶務課） R3.4（１年）
②横浜本所（総務部会計課） R4.4（１年）
③成田支所（庶務課） R5.4（２年）
④本省（畜産局：総務課） R7.4（現職）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
①門司支所（庶務課） R3.11（２年５か月）
②横浜本所（総務部庶務課）人事係 R6.4（１年）
③横浜本所（総務部庶務課）庶務係 R7.4（現職）

動物検疫所キャリアパス例
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●平成17年採用 21年目 係長級

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
①横浜本所（総務部庶務課） H17.4 (1年）
②成田支所（庶務課) H18.4 (2年）
③動物医薬品検査所（会計課) H20.4 (3年6か月）
④横浜本所（総務部会計課) H23.10 (1年6か月）
⑤横浜本所（総務部庶務課) H25.4  (2年)
⑥動物医薬品検査所（庶務課人事係長) H27.4 (1年6か月)
⑦本省（大臣官房秘書課地方給与班係長） H29.10 (2年6か月)
⑧本省（生産局畜産振興課総務班庶務係長）R2.4 (2年)
⑨本省（消費・安全局畜水産安全管理課総務班庶務係長）

R4.4 (3年※うち育児休業９か月)
⑩本省（畜産局競馬監督課総務班庶務係長）R7.4 (現在)

Aさん

※
・本省＝農林水産省（霞が関）
・動物検疫所の各支所
・動物医薬品検査所（茨城県つくば市）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
①横浜本所（総務部会計課） H28.4 (1年）
②門司支所（庶務課) H29.4 (2年）
③本省（生産局食肉鶏卵課庶務係） R1.10 (2年）
④羽田空港支所（庶務課) H3.10 (1年6か月）
⑤動物医薬品検査所（会計課) R5.4 (2年4か月※うち育休７か月）
⑥本省（農村振興局整備部土地改良企画課）R7.8 (現在)

Bさん

●平成28年採用 ９年目 係員級



①志望理由、入省のきっかけ、決め手

動物検疫は、家畜防疫官の方がメインで行うお仕事ですが、その大黒柱
として陰から支える事務官としての役割に魅力を感じ、志望しました。ま
た、働くフィールドがここだけではなく、本省等にあるのも決め手になり
ました。

②やりがい

現在、私は人事担当者として、人事、給与、採用関係の業務に従事して
います。ついこの前まで受験生として採用される側の立場でしたが、一年
目からその裏側に携われることにやりがいと面白さを感じています。

③メッセージ

志望先に迷われている方は、先輩や予備校の先生、そして説明会等で
色々な人のお話を聞いてみてください！次第にご自身の興味の幅が広がっ
ていくと思います！

令和４年度入省
動物検疫所 総務部庶務課 人事第１係 採用
→令和６年４月 総務部会計課
→令和７年４月 羽田空港支所庶務課

入省前と入省後のギャップ
自分が思い浮かべていた
公務員象よりもかなりラフな
雰囲気でした（笑）

先輩職員の紹介 
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①志望理由、入省のきっかけ、決め手

事務官として職員の庶務や会計などを担っていく中で、現場で働く家畜
防疫官がより働きやすい土台を作り上げていくことができるのではないか
と、これまでの学生生活での経験を通じて感じたからです。

②やりがい

給与業務や旅費業務を主として任せていただいているため、日々自分が
行っていることが少しでも職員の役に立てている、組織に貢献していると
感じることがやりがいに繋がっています。

③メッセージ

最初は何をどのようにやっていけばいいのか分からず戸惑うことも多い
かと思いますが、与えられた業務がわずかなものでも、それを「作業」で
はなく「経験」ととらえてこなしていけば、必ず役立てられる時がきます。
へこたれず頑張ってみてください！

令和３年度入省
動物検疫所 門司支所庶務課 採用
→令和６年４月 総務部庶務課人事第１係
→令和７年４月 総務部庶務課庶務係

入省前と入省後のギャップ
堅苦しいかと思ったら全然
堅苦しくなくて驚きました。

先輩職員の紹介 

17



①仕事内容

・職員名簿の整理
・給与支給の補助
・採用活動のお手伝い
・農林水産省本省(霞が関)からの作業依頼の提出

②現状

職員名簿の整理や農林水産省本省(霞が関)からの作業依頼の一部に関し
ては主として任せていただいているため、日々どうすれば効率的に整理で
きるかなど考えながら作業していることがやりがいにつながっています。

③感じたこと・メッセージ

全然堅苦しくなく、色々と質問しやすかったのが入省日の印象です。
多くの人の人事異動情報や通勤手当などの手当関係を扱うため緊張感があ
りながらも、貴重な経験をしていると実感しながら仕事をしています。
知識もその分必要となるため、制度を学んだり、情報を整理するのが

好き・得意な方はこの仕事に向いていると思います。

２年目採用者の仕事内容 
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令和7年度入省
動物検疫所 総務部庶務課人事第１係



クンくんのうた - YouTube 

犬の前でゲリラライブを開催し
たらどんな反応をするのか？ -
YouTube 

くらの１日 - YouTube

YouTubeで動物検疫所の広報活動を公開中！！

【崖っぷち】農水省ゆるキャラ
を救いたい。ﾀｶﾞﾔｾｷｭｳｼｭｳ -
YouTube 
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https://www.youtube.com/watch?v=KxMYIWF2guo
https://www.youtube.com/watch?v=KxMYIWF2guo
https://www.youtube.com/watch?v=KxMYIWF2guo
https://www.youtube.com/watch?v=ZHaw6BvU8n0
https://www.youtube.com/watch?v=ZHaw6BvU8n0
https://www.youtube.com/watch?v=ZHaw6BvU8n0
https://www.youtube.com/watch?v=ZHaw6BvU8n0
https://www.youtube.com/watch?v=UWIQEMqMakE
https://www.youtube.com/watch?v=UWIQEMqMakE
https://www.youtube.com/watch?v=UWIQEMqMakE
https://www.youtube.com/watch?v=SxlPetY2gq0
https://www.youtube.com/watch?v=SxlPetY2gq0
https://www.youtube.com/watch?v=SxlPetY2gq0
https://www.youtube.com/watch?v=SxlPetY2gq0
https://www.youtube.com/watch?v=SxlPetY2gq0
https://www.youtube.com/watch?v=SxlPetY2gq0
https://www.youtube.com/watch?v=SxlPetY2gq0
https://www.youtube.com/watch?v=SxlPetY2gq0
https://www.youtube.com/watch?v=SxlPetY2gq0
https://www.youtube.com/watch?v=SxlPetY2gq0
https://www.youtube.com/watch?v=SxlPetY2gq0
https://www.youtube.com/watch?v=SxlPetY2gq0


アフリカ豚熱、鳥インフルエンザをはじめ、悪性伝染病
の侵入防止のため、職員一丸で取組んでいます。 

御理解と御協力を！！

動物検疫所のお問い合わせ先
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動物検疫所 横浜本所
担当：総務部庶務課人事第1係
TEL：045-751-5921
住所：〒235-0008
神奈川県横浜市磯子区原町11-1





HP：http/www.maff.go.jp/aqs

農林水産省動物検疫所

〒235-0008 
神奈川県横浜市磯子区原町11 -1

T E L ：045-751-5921
MAIL：aqs.douken_jinji@maff.go.jp

Animal Quarantine Service
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